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京都市梅小路公園 緑の館レストラン運営事業者募集要項 

 

梅小路公園は、ＪＲ梅小路京都西駅に隣接し、また、京都駅から徒歩約１５分とい

う市街地の中心に位置していながら、豊かなみどりがあり、多くの方々に利用されて

いる公園です。園内には、緑の館をはじめ、広々とした芝生広場や遊具が設置されて

いるすざくゆめ広場、にぎわいのある七条入口広場などがあり、子どもがのびのびと

遊べ、大人も楽しみくつろぐことのできる空間があります。 

公園のほぼ中央に位置する緑の館には、管理事務所のほか、多目的に利用できる貸

室やイベントホールがあり、また、その南側には、平安遷都１２００年を記念した日

本庭園「朱雀の庭」や「いのちの森」が位置しており、緑の館と一体となった和の空

間を楽しむことができます。 

そのほかには、京都水族館、京都鉄道博物館やビバスクエア京都といった民間の活

力を活用した公園施設があり、ＪＲ梅小路京都西駅の開業や周辺地域におけるホテ

ル・商業施設の立地等により、近年更なる人の流れが生み出されています。 

さらに、週末には七条入口広場や芝生広場で多種多様なイベントが開催されており、

梅小路公園は現在、京都駅西部エリアの一大拠点として進化を遂げつつあります。 

今回、そのような梅小路公園において、利用者の利便性を更に高めるため、緑の館

レストラン店舗の企画立案から出店管理まで、自らが全ての業務を運営する事業者（以

下「事業者」という。）を募集します。事業者の選定に当たっては、使用料の提案価格

に加え、早朝や夜間の賑わいを創出し、公園の活性化や公園を起点とした周辺地域活

性化に向けた企画運営の提案を含めたプロポーザル方式により総合的に評価します。 
 

１ 緑の館レストランの概要 

⑴ 所 在 地：京都市下京区観喜寺町 梅小路公園緑の館内 

⑵ 営業時間：原則として午前９時～午後１０時 

ただし、早朝や夜間の賑わい創出のため、午前７時～午後１１時の間

で提案いただくことができます。 

⑶ 使用面積：３３２．２９㎡ （資料１「管理許可範囲図」参照） 

 （管理許可面積） （内訳）客席 １５７．４６㎡／厨房 ４７．０１㎡／ 

更衣室 １１．１５㎡／庭園部 ９１．６７㎡／ 
屋外（駐車スペース等） ２５．００㎡ 

⑷ 使 用 料：最低価格７，４６９，１９２円／年（税込）以上で事業者から提案さ

れた１年間の使用料（以下「提案使用料」という。）又は１年間の売

上高の１０％のうち、いずれか高い額（算定方法は資料２「使用料の

算定方法」参照） 

※使用料は四半期ごとに算定し、納入いただきます。 

※最低価格は固定資産評価額と建物全体評価額の算定結果に基づき、

毎年度当初に算定し直すものとします。 

⑸ 保 証 金：提案使用料の３箇月分 

⑹ 管理許可期間：令和７年４月１日以降の工事着手日から令和１０年３月３１日まで 

       なお、令和１０年４月１日以降については、それまでの管理状況等を勘案

し、引き続き３年ごとに管理許可の更新を可能とします。 

※事業期間は、概ね２０年間（令和２７年３月３１日まで。内装工事

及び原状回復を含む）と見込んでください。 
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⑺ 使用開始：内装工事着手日とします。 

⑻ 用途地域等：準工業地域・準防火地域・市街地型美観形成地区・ 

遠景デザイン保全区域・屋外広告物禁止区域 

⑼ 設備条件：電  気 単相：厨  房 １０．００ｋＶＡ 

屋内客席 ２４．３０ｋＶＡ 

屋内テラス席  ０．３０ｋＶＡ 

三相：厨  房 １０．００ｋＷ 

ガ  ス ＳＧＰφ４０ 

水  道 給水：ＰＤφ４０（立上管の管径） 

下  水 ＶＰφ１００  （   〃   ） 

通信機器 個別契約（事業者と供給会社との直接契約になります。） 

セキュリティ 指定管理者が緑の館全体を契約 

そ の 他 内装工事は事業者の負担のもと施工していただきます。 

事業者の搬入車両は、バックヤードを使用してください。 

（参考：梅小路公園概要） 

 〇 開 園：平成７年４月 

〇 面 積：１３７，１２９㎡ 

〇 開園時間：２４時間（休園日なし） 

〇 管 理：指定管理者（公益財団法人 京都市都市緑化協会） 

 〇 交 通：ＪＲ嵯峨野線「梅小路京都西」駅下車すぐ 

      ＪＲ・地下鉄・近鉄「京都」駅中央口より塩小路通を西へ徒歩約１５分 

〇 公園施設等：①緑の館 １階：レストラン、イベント室 

２階：梅小路公園管理事務所、和室、茶室 

②朱雀の庭 池泉回遊式庭園 約９，０００㎡ 

       ③いのちの森  朱雀の庭から続く樹林や草地、池や流れ、樹冠回廊 

④芝生広場、野外ステージ 

⑤すざくゆめ広場 約５，７００㎡、広場内に軽飲食店 

⑥市電ひろば 市電車両（４両）の展示。うち、南側２両が売店 

⑦京都水族館 日本初の内陸型・環境共生型水族館、平成２４年３月開館 

⑧京都鉄道博物館 平成２８年４月開館 

⑨ビ バ ス ク エ ア 京 都 屋外型スポーツ体験広場（スケートリンク等）、 

カフェ（スターバックス）、トイレ、無料休憩所 

⑩駐車場 大型バス     ２６台 

思いやり駐車場 １１９台 

       ⑪駐輪場 バイク ７５台  自転車 ３７６台 

 

２ 募集する店舗 

⑴ 業務内容 

 公園利用者の利便に供するレストラン 

⑵ 応募できない店舗の種類、事業内容 

ア 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条に規定する「風  

俗営業」、「性風俗関連特殊営業」その他これらに類する業に該当するもの 

イ 都市公園法第２条第２項に規定する公園施設に該当せず施設内の店舗としてふ

さわしくないもの 
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ウ 社会通念上、公序良俗に反するもの 

 エ その他法令に違反するもの 

 

３ 応募資格 

応募できる方は、本要項に定める条件を十分に理解し、提案内容を責任もって実現

できる事業者とします。ただし、次の各号に該当する場合は、応募できません。 

また、応募は単独に限らず共同体でも可とします。共同体で提案する場合、いずれ

かの個人又は法人を代表者とすることとし、構成する全ての個人又は法人が、当該要

件に該当しないことが必要となります。 

⑴  本市の指名競争入札有資格者名簿又は一般競争入札有資格者名簿（以下「有資格

者名簿」という。）に登載されている者にあっては、募集開始の日から選定結果の

通知の日までの間において本市により競争入札参加停止の措置を受けた者 

⑵  有資格者名簿に登載されていない者にあっては、募集開始日現在において、引き

続いて２年以上営業等を行っておらず、かつ、納税義務者にあっては、法人税又は

所得税、消費税及び地方消費税が未納となっている者（本市に市民税若しくは法人

市民税、固定資産税、水道料金及び下水道使用料を納付する義務のある者にあって

はこれらが未納となっている者）。 

⑶  応募する個人、法人又はその代表者が契約を締結する能力を有さない者及び破産

者で復権を得ない者 

⑷  応募する個人、法人の代表者、役員又はその使用人が刑法第 96 条の６又は第 198

条に違反するとして公訴を提起された日から２年を経過しない者（無罪となった場

合を除く）。 

⑸  応募する個人、法人又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律第３条又は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会から課徴

金納付命令又は排除措置命令を受けた日から２年を経過しない者 

⑹  手形交換所による取引停止処分を受けた日から２年を経過しない者又は該当公

示の日の前６箇月以内に手形・小切手を不渡りした者 

⑺  会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定

がされていない者 

⑻   民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定

がされていない者 

⑼   応募する個人、法人にあっては役員又は支店若しくは営業所の代表者が京都市

暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴

力団密接関係者 

 

４ 募集条件 

⑴ 開業に伴い実施する内装及び設備工事における設計・施工・監理並びに前述の行

為に必要な許認可申請（計画の変更を含む）については、事業者の責任及び負担に

より行っていただきます。 

⑵ 本施設における京都市所有の建築物及び設備は資料３「梅小路公園緑の館レスト

ラン 京都市所有の建築物及び設備の修繕・更新区分」の「項目」のとおりです。

項目にないものは事業者にて準備してください。また、事業の開始に伴い、必要な

消防設備の増設及び消防機関への届出は事業者にて行ってください。 

⑶ 資料３に含まれる京都市所有の建築物（外壁及び屋根も含む）及び設備の日常の
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維持管理、点検及び清掃は事業者にて実施してください。防災設備は、一部指定管

理者の管理する公園の設備と一体となっているため、指定管理者と協力のうえ、点

検を実施してください。点検の結果、防災設備に是正が必要となった場合は、事業

者の負担にて対応してください。 

また、指定管理者と協力し、管理許可範囲周辺の清掃を行ってください。 

⑷ 老朽化や不具合等により、建築物及び設備修繕に更新が必要になった場合は、資

料３に沿って、対応します。京都市所有の建築物及び施設で資料３に記載のない

ものが出てきた場合は、本市と事業者の協議により決定します。 

事業者が持ち込んだ設備及び現事業者から引き継いだ設備の日常の維持管理、点

検、清掃、修繕及び更新は事業者にて実施してください。 

⑸ 現事業者と今回選定された事業者との間で協議のうえ、現事業者が所有する設備

を引き継ぐことは可能です。後ほどトラブルになることのないように、両者にて必

要な手続を実施してください。その手続に本市は関与しません。 

⑹ 管理許可範囲外に工作物を設けたり、商品を販売・陳列したりする等の行為はで

きません。「１⑶ 使用面積」以外を活用したい場合は、公園管理上支障にならな

い場合に限り、使用面積の追加を認めますが、その範囲としては、緑の館入口部分

（数寄屋門）から緑の館内及び建物周辺とします。 

（追加面積の提案例） 

・移動式の看板や室外機等各種機器の設置 

・緑の館入口部分（数寄屋門）からレストランの入口前までの通路部分の利用 

・朱雀の庭桟敷部分からレストランに入店できる経路の確保 
・レストランから朱雀の庭に入園できる経路の確保 

※朱雀の庭の利用料金は別途発生する（料金徴収方法は別途協議）。 

なお、追加面積の使用料は、固定資産評価額から毎年度当初に算定し直し、提案

使用料とは別で御負担いただきます（参考：１㎡当たり年額３，０８０円（令和７

年度））。 

⑺ 提案者は任意に「１⑶使用面積」を減じることはできません。 

⑻ 光熱水費等に要した費用は、事業者と供給会社との直接契約ができないため、公

園の指定管理者が算出する、施設で使用した光熱水量に当たる金額を負担していた

だきます。 

⑼ 営業に伴い発生する一般廃棄物、産業廃棄物及びリサイクル物品等については、

減量、再資源化に努めるとともに、各法令等に基づき、事業者で適切に処理してく

ださい。 

⑽  事業者は、使用期間が満了した場合は、その期間の終了日までに、また、管理許

可が取り消された場合は本市が指定する期日までに事業者の負担により原状回復

し、本市へ返還してください。 

⑾  資料３については、応募希望者へ直接配布いたします。御希望の方は、提出書類

受付期間終了までの間に、「１８ 問合せ及び提出先」まで電子メールにて御連絡

ください（併せて電話による受信確認を行ってください。）。 

  

５ 事前説明会（店舗見学会） 

  本件の公募に当たり、実際の店舗を見学していただく事前説明会を開催します。

事前説明会の参加には、以下の申込手続が必要となります。 

 なお、事前説明会にはできるだけ出席してください。 
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⑴  申込方法 

  ア  事前説明会（店舗見学会）参加申込書（別紙１）を「18 問合せ及び提出先」

へ提出してください。 

イ 電子メール又はＦＡＸにより別紙１を送付した場合は、速やかに市庁舎開庁時

間内（午前９時から正午まで又は午後１時から午後５時まで）に「18 問合せ及び

提出先」の電話番号まで受信確認の電話を行ってください。 

ウ ア及びイの手続完了をもって出席を認めます。 
⑵  受付期間 

令和６年１１月８日（金）午前１０時～１１月１４日（木）午後５時 

※受付期間を超えた場合は、いかなる理由であってもお受けできません。 

⑶  実施日時及び集合場所 

ア 日時 

令和６年１１月１９日（火）午前９時～午前１０時３０分（予定） 

イ 集合場所 

   京都市梅小路公園緑の館１階 イベント室 

⑷  実施内容及び注意点 

  ア 実施内容 

    緑の館１階イベント室で募集概要を説明した後、移動し店舗を見学していただ

きます。 

    ※現事業者が使用中の店舗となります。必ず本市職員の誘導に従い、店内設備

等に触れることのないようにしてください。 

 イ 注意点等 

   当日現地における質問は原則として受け付けません。同日以降、「６ 質疑受付」

に従って、文書で提出してください。 

 

６  質問受付 

⑴  受付方法 

ア 質問書（別紙２）に記入のうえ、「18 問合せ及び提出先」へ提出してください。 

イ 電子メール又はＦＡＸにより別紙２を送付した場合は、速やかに市庁舎開庁時

間内（午前９時から正午まで、又は午後１時から午後５時まで）に「１８ 問合せ

及び提出先」の電話番号まで受信確認の電話を行ってください。 

ウ ア及びイの手続完了をもって質疑を受理します。 
⑵  受付期間 

令和６年１１月８日（金）午前１０時～１１月２０日（水）午後５時 

※受付期間を超えた場合は、いかなる理由であってもお受けできません。 

⑶  質問に対する回答 

令和６年１１月２７日（水）までに、質問に対する回答書をみどり政策推進室ホ

ームページで公表します。ただし、やむを得ない事情により、回答が遅れる場合は、

その旨をあらかじめ、ホームページにおいてお知らせします。回答書は、本要項と

一体として、要項と同等の効力を有するものとします。 

  

７ 応募申込及び提出書類 

⑴ 申込方法 

本項の⑶提出書類を直接持参又は郵送により、「18 問合せ及び提出先」へ提出し
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てください。 

なお、郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。 

⑵ 受付期間 

令和６年１１月２７日(水)～１２月１８日(水) 午後５時必着 

※受付期間を超えた場合は、いかなる理由であってもお受けできません。 

⑶ 提出書類 

下記書類を原本１部、写し１部の計２部ずつ提出してください。 

ア 京都市梅小路公園 緑の館レストラン運営事業者選定プロポーザル参加申請

書（様式１） 

イ 出店提案書 

※様式は自由ですが、「10 審査基準」の項目①～⑧の内容を全て具体的に記載

してください。 

※応募者名（企業名）が特定できるような記述は避けてください。 

ウ 店舗平面図（家具・什器等のレイアウト図を兼ねる）及びイメージ図(店舗の

イメージが分かるもの、様式は自由) 

 ※応募者名（企業名）が特定できるような記述は避けてください。 

エ 資金計画書等（様式２－１～２－４） 

オ 会社概要（様式３） 

カ 飲食店の運営実績調書（様式４） 

 ※必要に応じ、契約書の写し等を添付してください。 

キ 履歴事項全部証明書（提出日の前３箇月以内に発行されたもの） 

ク 納税証明書（提出日の直前２事業年度の納税に係る証明書） 

(ｱ) 所得税又は法人市民税、消費税及び地方消費税 

(ｲ) 市民税若しくは法人市民税又は固定資産税（本市において課税のある 

場合に限る。） 

ケ 法人にあっては財務諸表（提出日の直前２事業年度の各年度の決算報告書（貸 

借対照表及び損益計算書を含むものに限る）、税務申告書のうち別表一、別表四、 

別表五）、個人にあっては直前２年間の確定申告書の写し 

コ 印鑑証明書（提出日の前３箇月以内に発行されたもの） 

サ 誓約書（様式５） 

シ 暴力団排除措置に係る誓約書（様式６） 

※様式６については、本市の指名競争入札有資格者名簿又は一般競争入札有資 

格者名簿に登載されている方の提出は不要です。 

ス 共同体の場合は、各構成員全ての所在地、名称、代表者氏名を記載し、各構成 

員の実印の押印及び代表となる個人又は法人、業務、リスク、負担等の分担が明 

記された協定書の写しを提出すること。 

 

８ 出店提案書（７⑶イ）の内容 

緑の館は、「庭園の上部に屋根をかけた空間」をイメージして、平成６年に建築し

ました。同時に施工した「朱雀の庭・いのちの森」と一体となるような意匠であり、

館内は限りなく庭園の自然と溶け合う空間となっています。緑の館レストランも同様

に、朱雀の庭が一望でき、館外のテラス空間も合わせて市街地にありながら非日常を

味わえる空間となっています。とりわけ、庭園内から緑の館レストラン南面を望むと、

お客様を迎えるのに良好な風景となっています。一方で、緑の館レストランの正面入
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口は、園路部分の数寄屋門から数十メートルある通路を通る必要があることから、公

園利用者に対してレストランの存在を認識させることや、「入りやすさ」を向上させ

る工夫が求められます。 

加えて、朱雀の庭・いのちの森と一体化していることから、その雰囲気・コンセプ

トを尊重した空間を醸成することを重要視しており、オープンテラス部分を活用した

客席数の増加など、公園利用者の利便性、快適性向上に資する提案を積極的に求めま

す。 

他方、梅小路公園に目を向けると昼間は一定の賑わいがあるものの、朝方・夜間の

利用が少なく、また、若者世代の利用も限定的であることから、これらの需要を喚起

できるような提案も求めています。 

以上を踏まえ、本市が新たな緑の館レストランに求めるものは以下のとおりであり、

これらの内容を踏まえた提案書を作成し、提出願います。 

 

≪緑の館レストランに求めるもの≫ 

・朝、夜の充実に加え、平日昼間に若者世代を呼び込む『新たな需要喚起』 

・オープンテラスを活用し、朱雀の庭と一体となった『特別な空間演出』 

・緑の館から「梅小路公園」「京都」を発信、『公園魅力向上の核』 

・京都駅西部エリアの価値向上に向けた『公園施設・地域との連携』 

 

なお、具体的な評価の基準は、「10 審査基準」に示しており、提案内容実施に係る

費用は、事業者が負担するものとします。 

 

９ 審査 

⑴ 日時 

令和６年１２月２６日（木）又は２７日（金） 

※場所と時間については、応募者へ個別にお知らせします。 

⑵ 提出書類・面接審査 

ア 審査は、「10 審査基準」に基づき、「７⑶ 提出書類」及び面接により有識者 

を交えた意見聴取会議での意見を踏まえ行います。 

イ 選考に当たっては、主に「７⑶ 提出書類」に基づき、１応募者当たり２０分 

程度（説明１０分、質疑応答１０分）の面接を予定しています。 

※説明に当たっては、「７⑶ 提出書類」のうち「イ 出店提案書」「ウ 店舗

平面図及びイメージ図」のみを活用いただき、説明してください。 

 また、応募者名（企業名）が特定できるような説明は避けてください。 

 （事務局において、提出資料にマスキング処理を行う場合があります。） 

※面接時において、既に提出した提出書類の差替えは一切できません。 

※応募者多数の場合は、面接審査に参加する事業者を各審査項目の評定点に応 

じて５事業者程度に選抜することがあります。 

 

10 審査基準 

⑴ 意見聴取会議では、応募者の提案に対する意見を聴取し、以下の審査項目につい

て評価を行ったうえで、本市が事業者及び次点者を選定します。 

⑵ 事業者に選定された者が応募要件を満たしていないことが判明した場合や出店を

自ら辞退した場合等については、次点者を事業者として決定します。 
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なお、応募者が１者のみであっても、プロポーザルが成立することとし、審査・

選定を行います。また、合計点が満点の６割以上の場合に限り、事業者として選定

します。 

 

   審査項目に係る配点は、資料４「審査項目及び審査基準」のとおりです。 

 

11 事業者の決定 

  事業者は、意見聴取会議の審査を参考に本市が決定します（令和７年１月中旬頃

の予定）。 

選定結果は、面接実施後、全ての応募者へ郵送により通知します。 

なお、審査の結果、ふさわしい提案がなかった場合は、事業者を決定しない場合が

あります。 

 

12 審査後の手続 

⑴ 都市公園法及び同施行規則に基づき、公園施設管理許可申請書を提出していただ

きます。 

⑵ 内装工事着手は、管理許可書発行後となります。また、次の場合には、事業者と

しての決定を取り消しますので御注意ください。 

ア 正当な理由がなく、指定する期日までに管理許可申請の手続に応じない場合 

イ 事業者が、資金状況の変化等により店舗の設置又は運営ができないとみなされ 

る場合 

ウ 著しく社会的信用を損なう行為等を行った場合 

 

13 出店に必要な資金等 

⑴ 保証金は、提案使用料の３箇月分を、管理許可の通知以降、指定する期日までに

納めていただきます。 

保証金は、使用期間中無利息でお預かりし、使用期間終了時に使用料等の債務が

審査項目 審査基準 

信頼性 

①事業実績 

（事業所数、経験年数、事業内容を総合的に評価） 
②経営状況の健全性 

（財務状況及び経営状況） 

収益性 
③売上計画の実現性 
（想定利用者数、収支、集客計画及び経費内訳等） 

事業性 

管理運営・安全衛生 
④管理運営基本方針 
⑤安全衛生管理計画、ごみ減量など環境への配慮 

サービス展開 

⑥利用者ニーズを踏まえた飲食メニュー（価格帯

を含む）等 
⑦利用者サービス 
緑の館、朱雀の庭と調和したデザイン提案等 

公園及び周辺地域の活性化 ⑧地域活性化策 
提案使用料 
市内中小企業等（市内中小企業及び市内に本拠を置く団体） 
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ある場合は、精算のうえお返しします。 

⑵ 店舗内の内装、造作及び設備に係る費用は、事業者に負担していただきます。 

⑶ 店舗用の看板が必要な場合、原則として設置・管理及び必要な許認可申請等は、

事業者の責任及び負担により行っていただきます。 

 

14 特記事項 

⑴ 「１ 緑の館レストランの概要」及び梅小路公園周辺の状況を考慮したうえで営

業計画等を立てるようにしてください。 

 ⑵  梅小路公園の災害時における公園利用者等への支援に関し、本市と事業者が協力

し、迅速かつ的確に対応することを目的に、災害時における公園利用者等への支援

に関する協定を締結するものとします。 

⑶  タバコ類は販売できません。また、本市が好ましくないと判断した物品について

は、販売を禁止する場合があります。 

⑷  アルコール類の提供は可能ですが、主としてアルコール類を提供することのない

ようにしてください。 

⑸  開業までに、取り扱う販売品目と販売価格について、本市に届け出ることが必要

です。 

⑹ 本件店舗の使用は、都市公園法第５条第１項の規定による管理許可に基づくもの

で、本件事業の実施については、都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行

規則、京都市都市公園条例、京都市都市公園条例施行規則、京都市梅小路公園条例

及び京都市梅小路公園条例施行規則並びにこれらの規定に基づく処分に定めると

ころによるものとなります。 

 

15 その他 

⑴ 許認可等の取得 

営業に関して許認可を必要とする業種については、事業者の責任において取得し

てください。また、開店までにその写しを本市に提出していただきます。 

⑵ 滞納等による退店 

使用料等を滞納した場合や施設内の秩序を乱す行為があった場合は、管理許可を

取り消し、事業者の費用負担により退店していただくことがあります。 

⑶ 権利譲渡の禁止 

事業者は、京都市都市公園条例第１９条によりその地位を譲渡し、又は他人に利

用させることができません。 

⑷ 売上げの報告 

別に定める方法により、日ごと及び月ごとの売上げや客数について、事業者にて

集計し、報告してください。また、その根拠となる資料（POS レジから出力される

帳票等）を合わせて提出してください。 

ただし、本市は、店舗の個別売上げが特定される形態での公開を行わないものと

します。 

⑸ その他 

ア 本要項について疑義が生じた場合は、本市の解釈によります。 

イ 本市は公平で厳正な選定を確保するため、応募内容や審査に関する問合せには

一切応じられません。 

ウ 本件に応募し、事業者に選定された場合であっても、各種届出・申請等で許可 
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が得られない場合は、出店できない場合があります。 

エ 事業者が、次のいずれかに該当したときは許可を取り消すことがあります。 

なお、この場合、本市に損害が生じたときは、事業者はその損害を賠償しなけ 

ればなりません。 

(ｱ) 管理許可条件に違反したとき 

(ｲ) 本市の数度に及ぶ更正指示に従わないとき 

(ｳ) 事業者の財産状態が悪化し又は悪化する恐れがあるという相当の事由があ 

るとき 

オ 事業者に責のない場合でも、都市公園法第２７条第２項の規定による監督処分 

により、管理許可を取り消す場合があります。 

この場合における事業者に対する損失補償は、都市公園法の定めによります。 

カ 事業者は、使用期間が満了した場合又は管理許可を取り消された場合には、本 

市が指定する期日までに自己の負担で原状回復し、返還していただきます。 

 

16  留意事項 

⑴  本プロポーザル参加に要する一切の費用は、応募者負担とします。 

⑵  公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

⑶  提出された全ての書類等は返却できません。 

⑷  提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は、一切受け付けません。 

⑸  提出された書類に虚偽又は不正があった場合は、失格とします。 

⑹  提出書類は、公文書公開請求があった場合、公開することがあります。 

 

17  主なスケジュール 

内 容 日 程 

公募資料の公開 令和６年１１月 ８日（金） 

事前説明会参加受付期間 令和６年１１月 ８日（金）～１１月１４日（木） 

事前説明会（店舗見学会） 令和６年１１月１９日（火）場所：緑の館レストラン 

質疑受付期間 令和６年１１月 ８日（金）～１１月２０日（水） 

提出書類受付期間 令和６年１１月２７日（水）～１２月１８日（水） 

第２回意見聴取会議 

（書類・面接審査） 
令和６年１２月２６日（木）又は２７日（金） 

審査結果通知 令和７年１月中旬 

店舗事業者の決定 令和７年１月中旬 

 

18  問合せ及び提出先 

京都市建設局みどり政策推進室 指定管理担当(平野、岩坂)  

 電話番号  ０７５－２２２－４１１４ FAX 番号  ０７５－２１２－８７０４ 

 電子メールアドレス ryokusei@city.kyoto.lg.jp 

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

（京都市役所 分庁舎３階） 
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総合案内所
市電ひろば

総合案内所

すざくゆめ広場

京都鉄道博物館（建設中）

パークカフェ

チンチン電車

緑の館レストラン

市電店舗

京 都 鉄 道 博 物 館

ビバスクエア京都

P

緑の館レストラン
※詳細は別紙参照

P
屋外駐車スペース及び
物置倉庫

資
料
１
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更衣室

厨　房

レストラン客　　席

別紙２

機械室

庭園客席

緑の館レストラン管理許可範囲図（着色部分）
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使用料の算定方法 

 

１ 使用料の算定方法 

 

  使用料は、四半期ごとに算定し、次の表による算定種別によりそれぞれ算出し

た額を比較し、ＡとＢのいずれか高い方の額を各期の使用料とします。 

算定種別 使用料の算定 

Ａ 

（基本使用料） 

初年度 ：提案使用料に１２分の３を乗じた額※１ 

次年度以降：提案使用料と新最低価格とを比較し、より高

い額に１２分の３を乗じた額 

Ｂ 

（売上比例使用料） 

許可施設における各期の直前３箇月の期間における売上

高の合計に１００分の１０を乗じた額 

※１ 許可の開始日を含む期の使用料は、各期の提案使用料を当該期の許可日数

で日割り算定した額とする。 

※２ 許可の日数が３月に満たない期の使用料は、各期の提案使用料及び各期の

売上比例使用料を、それぞれの期の許可日数で日割り算定し、いずれか高い

方の額とする。 

 
２ 使用料の算定例 

  ＜初年度の場合＞ 

  管理許可面積：３３２．２９㎡ 

  使用料対象面積：３１７．４５㎡ 

  年間の売上高：８，０００万円／年 

  提案使用料：７６０万円／年 

  提案使用料に１２分の３を乗じたもの：１９０万円／期 

期  別 第 1 四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

対 応 月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 

期 内 日 数 (９１日) (９２日) (９２日) (９０日) 

売上高 ２，３００万円 １，７００万円 ２，０５０万円 １，９５０万円 

 

（１）売上比例使用料が、基本使用料を上回る場合（第２四半期） 

  第１四半期の売上高により、第２四半期の売上比例使用料を設定します。 

  第１四半期の売上額が２，３００万円の場合、売上比例使用料は、 

２，３００万円×１０／１００＝２３０万円／期 

（基本使用料）１９０万円＜（売上比例使用料）２３０万円 となるため、 

第２四半期の使用料は、２３０万円の売上比例使用料を採用します。 

資料２ 
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（２）売上比例使用料が、基本使用料を下回る場合（第３四半期） 

  第２四半期の売上高により、第３四半期の売上比例使用料を設定します。 

  第２四半期の売上高が１，７００万円の場合、売上比例使用料は、 

  １，７００ 万円×１０／１００＝１７０万円／期 

（基本使用料）１９０万円＞（売上比例使用料）１７０万円 となるため、 

第３四半期の使用料は、１９０万円の基本使用料を採用します。 

-14-



基準名 配点

①事業実績
　（事業所数、経験年数、
　　事業内容を総合的に評価）

7.5

②経営状況の健全性
 　（財務状況及び経営状況）

7.5

③売上計画の実現性
　（想定利用者数、収支、集客
計画及び経費内訳等）

15

7.5

7.5

⑤安全衛生管理計画、
　 ごみ減量など環境への配慮

7.5

⑥利用者ニーズを踏まえた飲
食メニュー（価格帯を含む）等

10

⑦利用者サービス
　 緑の館、朱雀の庭と調和
　 したデザイン提案等

10

⑧地域活性化策 7.5

15

5

収
益
性

・収益性や集客力がある内容か、実現性のある計画を立てているか
・営業時間に関する具体的な提案（朝、夜の充実）があるか

信
頼
性

・店舗運営に活かせる事業実績があるか

・経営状況が安定しているか、財務状況が安定しているか

審 査 項 目

・緑の館、朱雀の庭と調和したデザイン提案
・誰もが利用しやすいデザイン提案か（例：若者、子育て世代、バリアフリー、多言語対応など）
・オープンテラスを活用し、朱雀の庭と一体となった『特別な空間演出』ができているか
・その他新規性や独自性のある創意工夫がなされているか

公園及び
周辺地域の

活性化

・具体的な提案か（イベントの開催など）。また、内容が充実しており、実現性はあるか。
・他の公園施設との連携・配慮がなされているか。

事
業
性 サ

ー

ビ
ス
展
開

・内容や価格が具体的に示され、適切か
・利用者ニーズを分析し、反映しているか
・新規性や独自性があるか
・朝、夜の充実に加え、平日昼間に若者世代を呼び込む『新たな需要喚起』を起こせるか

・レストランの更なる魅力向上のため、店舗のコンセプトが具体的に示され、実現可能な内容であるか
・緑の館から「梅小路公園」「京都」を発信、『公園魅力向上の核』となり得るか

管
理
運
営
・

安
全
衛
生

・店舗の運営方針が適切か（人員体制を含む）

・商品等の仕入れ方法・管理、店内の清潔保持など安心・安全を重視した提案となっているか
・環境への配慮について具体的に提案されているか

審査項目及び審査基準

合計（満点１００点）

④管理運営基本方針

市内中小企業等 市内中小企業又は市内に本拠を置く団体に５点

評　　　　　価　　　　　基　　　　　準　　　　　　【各項目とも記載なしは０点】

審　　　　　査　　　　　基　　　　　準

提案使用料が最高額の者に１５点。提案使用料が２位以下の者については、最高額を基準とし、提案
使用料を最高提案額で除し、その割合（小数第２位以下切捨て）を１５点に乗じた点数とする。

書　類　審　査　・　面　接　審　査　合　計　（　満　点　８　０　点　）

提案使用料

資
料
４
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（別紙１） 

 

令和  年  月  日 

事前説明会（店舗見学会）参加申込書 

 

 京都市梅小路公園 緑の館レストラン運営事業者募集に係る事前説明会に参

加します。 

 

 

住   所 

商号又は名称 

代表者氏名 

（ 共 同 体 の 場 合 は

代 表 と な る 個 人

又は法人を記入） 

  

参加を希望 

する担当者の

所属及び氏名 

（２名以内） 

所 属 
  

ふりがな   

氏 名 
① ② 

電 話 番 号 
 

Ｆ Ａ Ｘ 
 

電子メールアドレス 
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（別紙２） 

 

令和  年  月  日 

質問書 

 京都市梅小路公園 緑の館レストラン運営事業者募集に係る質問を以下の

とおり行います。 

法人の名称 
  

担当者の所属

及び氏名 

 

所 属 
 

ふりがな  

氏 名 
 

電 話 番 号 
 

Ｆ Ａ Ｘ 
 

電子メールアドレス 
 

質問内容 

 

※ 質問内容は簡潔に記載してください。 

※ 事前説明会終了後に直接提出するか、電子メール又はＦＡＸにより提出し 

  てください。 
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様式 1 

令和  年  月  日 

（宛先）京都市長 

 

京都市梅小路公園 緑の館レストラン 

運営事業者選定プロポーザル参加申請書 
 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者 名               

                     （共同体の場合は代 表となる個人又は法 人を記入） 

 

 本募集要項の趣旨及び内容を十分理解したうえで、次のとおり、梅小路公園 緑の館 

レストラン運営事業者選定プロポーザルへの参加を申し込みます。 

業  種  

主な取扱品目 

又はサービス内容 
 

希 望 営 業 時 間 

※基 本 は市 のスケジュールに

合 わせた営 業 となります。 

 時    分  ～   時    分  定休日  

想定利用者数／日   人 /日          

年 間 売 上 見 込                              円  

       

      提案使用料 

・提案使用料(最低保証額) 

  年間             円（税込） 

   

  売上比例使 用料は、直前 ３箇月の期間における売上高の

合計に１ ００ 分の１０を乗 じた額となります。 

その他必要条件等  

      連  絡  先 

住   所 
 

 

担 当 者 名  

  電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

電子メールアドレス  

構 成 

※ 共同体での参加を予定する場合

は、共同体を構成する個人又は法人

を記入するとともに、協定書の写しを

添付して下さい。 

共同体を構成 する個人又は法人 
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様式２－１ 

資 金 計 画 書 

(出店資金の調達計画) 

 

単位：千円 

必要資金 資金調達 

項 目 金 額 項 目 金 額 

 

保証金(使用料３箇月分) 

 

 

千円 

 

自己資金 

 

 

千円 

 

店舗内装等工事費 

 

 

千円 

 

借入金 

 

 

千円 

 

器具・備品等 

 

 

千円 

 

増資・資産売却等 

 

 

千円 

 

その他 

 

 

千円 

 

 

その他 

 

 

千円 

 

    

合 計 千円 合 計 千円 

 

-20-



様式２－２ 

長期損益計画書（基礎資料） 

 

１ 主な収入の根拠…長期損益計算書（様式２－３、２－４） 

  主な収入の積算根拠を項目ごとに分かりやすく記入してください。 

（例） 

レストラン売上……客数（席数、回転率）、客単価 

売店売上 

テイクアウト売上 

 

２ 主な支出の根拠…長期損益計算書（様式２－３、２－４） 

  主な支出の積算根拠を項目ごとに分かりやすく記入してください。 

(例) 

材料費……原価率 

人件費……常勤、パート別給与 

広告宣伝費……HP・パンフ作成、販促費等 

 

 

３ 設備投資……長期資金収支計画書（様式２－４） 

  将来的に店舗の改装などを見込んでいる場合に、その時期と金額、積算根拠を分かりやすく記入して

ください。また改装に当たっての資金調達の方法も記入してください。 

（例） 

内装工事……○○年毎、金額、借入金（自己資金） 

備品……○○年毎 

 注：（例）は代表的な項目を例示しています。必要な項目は適宜追加・修正してください。 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26

人件費

賃料（使用料）

水道光熱費

減価償却費

注１.　消費税及び地方消費税抜きとし、物価変動を除いた額を記入してください。

注２.　Ａ３判で作成してください。

注３.　各年の費用は、各４月から翌年３月までの１年間の費用を記入してください。

注４.　可能な限り具体的に記入してください。収入、支出の積算根拠については、様式２－２に記載してください。

注５.　内訳には代表的な項目を例示しております。必要な項目は適宜追加・修正してください。

注６.　他の様式と整合性を取った内容を記入してください。

様式２－３

長期損益計画書

単位：千円

①売上高

事業年度

⑦営業外費用（支払利息等）

⑧経常利益（⑤＋⑥－⑦）

②売上原価

③売上総利益（②－①）

④販売費、一般管理費

内
　
　
訳
（

注
５
）

⑤営業利益（③－④）

⑥営業外収益
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長期資金収支計画書（キャッシュフロー計算書又は資金繰り予定表）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26

・売上収入

・

・材料仕入の支出

・人件費の支出

・

②投資活動による収支

　⑴　収入

・固定資産売却による収入

・保証金返却による収入

・

・固定資産取得による支出

・保証金の支出

・

・借入金による収入

・

・借入金返済による支出

・

④現預金増加額(①＋②＋③）

⑤現預金の期首残高

⑥現預金の期末残高

注１.　消費税及び地方消費税抜きとし、物価変動を除いた額を記入してください。

注２.　Ａ３判で作成してください。資金収支がわかるのであれば様式は問いません。

注３.　各年の費用は、各４月から翌年３月までの１年間の費用を記入してください。

注４.　可能な限り具体的に記入してください。また、収入、支出の積算根拠については、様式２－２に記載してください。

注５.　内訳には代表的な項目を例示しております。必要な項目は適宜追加・修正してください。

注６.　他の様式と整合性を取った内容を記入してください。

①営業活動による収支

様式２－４

事業年度

単位：千円

③財務活動による収支

　⑴　収入

　⑵　支出

　⑴　収入

　⑵　支出

　⑵　支出
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様式 3 

 

会  社  概  要 

 

 

会社名 

代表者氏名 
 

所在地（住所）  

関係会社  

設立年月日  

資 本 金  

社 員 数  

会社の主要業務： 

 

 

主

要

株

主 

株  主  名 持 株 割 合 

  

＊Ａ４・１ページ以内で記入してください。 

＊共同体の場合は、構成する個人又は法人ごとに本様式を作成してください。 
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様式 4 

 

飲 食 店 の 運 営 実 績 調 書 

 

番号 店舗名称 事業概要 

1  

事 業 期 間              ～  

店 舗 内 容 
（メニュー、営業時間等） 

 

店 舗 規 模 
（客 席 数 等） 

 

そ の 他 
（Ｈ Ｐ 等） 

 

２  

事 業 期 間              ～  

店 舗 内 容 
（メニュー、営業時間等） 

 

店 舗 規 模 
（客 席 数 等） 

 

そ の 他 
（Ｈ Ｐ 等） 

 

３  

事 業 期 間               ～  

店 舗 内 容 
（メニュー、営業時間等） 

 

店 舗 規 模 
（客 席 数 等） 

 

そ の 他 
（Ｈ Ｐ 等） 

 

 

（記載内容について） 

・飲食店（レストラン、カフェ等）の運営実績について記入してください。 

・現在運営中の店舗及び過去に運営していた店舗を、最大６店舗まで記入してください（枚数制限なし）。 

・過去の運営店舗については１事例まで記載可能とします。 

・共同体の場合は、構成する個人又は法人ごとに最大６店舗まで記入の上、提出してください。 

 

（実績を証明する書類について） 

・店舗内容等がわかるホームページ等を「その他」に記載いただくか、店舗パンフレット又は契約書の写し等

を添付してください。 
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様式5 

 

誓 約 書                  
 

 

 私は、京都市が実施する京都市梅小路公園緑の館内レストラン運営事業者募集（以下「本件事

業」という。）の申込みに当たり、次の事項を誓約します。 

 

 

１ 本件事業の募集要項に掲げる全ての事項を承知のうえで申し込みます。 

 

２ 本件事業の募集要項に掲げる応募資格の欠格要件には該当しません。 

 

 ３ 本件事業において提供された情報について、必要かつ適切な安全管理措置を講じ、秘密情 

報について善良なる管理者の注意をもって管理します。 

 

 ４ 本件事業の参加申込みに携わる必要最小限の関係者に対してのみ情報を開示し、京都市の

書面による事前の承諾なしに関係者以外の第三者に情報開示しません。 

 

 ５ 本件事業で知り得た情報を第三者へ漏洩した場合、これにより京都市又は第三者に生じた 

一切の損害を賠償します。 

  

  

 

 

令和  年  月  日 

 

（宛先） 京 都 市 長                      

 

             住 所         

             

 

             商号又は名称  

                                  

             代表者名                     

          

 （共同体の場合は代表となる個人又は法人を記入） 
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誓  約  書 

（宛先）         年   月   日 

誓約者の住所（法人にあっては、主たる

事務所の所在地） 

誓約者の氏名（法人にあっては、名称及

び代表者名） 

電話     －     

 

暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約し

ます。 

誓約者並びに京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人

並びに同号ウに規定する使用人が、同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該

当しないことを誓約します。 

誓 約 者 並 び に そ の 役 員 及 び 使 用 人 の 名 簿 

役職名又は呼称 氏 名 フ リ ガ ナ 生 年 月 日 性 別 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注 誓約者並びにその役員及び使用人の名簿の欄は、次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に掲げる者について記入してください。 

⑴ 誓約者が法人である場合 京都市暴力団排除条例第２条第４号イに規

定する役員及び使用人（市長等又は指定管理者が全ての使用人について

記入することが困難であると認めるときは、市長等又は指定管理者が指

定する使用人に限る。次号において同じ。） 

  ⑵ 誓約者が個人である場合 誓約者及び京都市暴力団排除条例第２条第

４号ウに規定する使用人 

様式 6 
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